厚木市子育て支援センターリニューアル設計業務委託仕様書

１　業務名称
厚木市子育て支援センターリニューアル設計業務委託

２　業務の目的
令和７年度に策定した厚木市子育て支援センターリニューアル基本計画を基に、厚木市子育て支援センターの子育て支援機能、遊び場機能、居場所機能、トイレや授乳室等の共用機能、空調や給排水衛生等の設備機能等について、具体的な材料・工法等の検討及び必要かつ十分なリニューアル整備に係る設計業務を行うことを目的とする。

３　業務の期間
契約締結日から令和９年５月31日（月）まで

４　業務内容
(1) 現地調査
ア　既存造作物撤去に向けた調査、建築設備に係る調査
イ　既存図面調査による床下埋設配管の確認
(2) リニューアルデザインコンセプト案の作成
　　遊び場・子育て・居場所機能及び共用・事務所機能等の各諸室に関するデザインコンセプト案の作成
(3) 各機能の構成及び実現のための手法・空間演出の検討
ア　各エリアの機能及び面積の検討
イ　各機能を実現するための手法・空間演出に係る検討
ウ　木材の利用検討
エ　安全性・耐久性・使いやすさ・メンテナンス性・バリアフリー化を考慮した仕様検討
オ　セキュリティ確保の検討
(4) 既存造作物の撤去や空調及び給排水衛生設備、電気設備改修の検討
ア　既存造作物撤去の実現に向けた具体的な方針の検討
イ　空調や給排水衛生等の設備改修に向けた具体的な方針の検討
ウ　電気の設備改修に向けた具体的な方針の検討
エ　構造検討（構造耐力上の危険性が増大しないことの検討を行う）
オ　消防法・建築基準法等の関係法令チェック（必要に応じて関係諸官庁申請・届出書の作成を行うこと）
カ　省エネルギー化に努める計画とすること
(5) 管理・運営計画の検討
ア　リニューアル後の一般来館者の年齢ごとの動線検討や団体利用時の動線検討
イ　バックヤード動線や事務所内の有効活用の検討
(6) リニューアルに係る費用の算出
ア　リニューアル整備費の積算
イ　リニューアル整備後の維持管理費の積算
(7) リニューアル整備スケジュール及び仮設計画の作成
事業全体スケジュールの検討、リニューアル整備中の工事エリアの検討、停電・断水作業や上下階での配管作業等に伴う工事中の施設内他エリアへの影響等をまとめること
(8) イメージパースの作成
事業活動及び主な機能に関するイメージパースの作成
(9) リニューアル設計図書の作成
上記の（1）～（8）の検討結果を踏まえたリニューアル設計図書を作成
　　ア　建築意匠図
イ　展示意匠図（平面図・展開図）
ウ　造作造形図
エ　家具什器図
オ　既製品遊具配置図
カ　グラフィック・サイン図
キ　建築設備図（電気、空調、給排水衛生等）
ク　既存造形解体図
ケ　空間イメージパース図
コ　工事・什器備品等金額内訳書等
内訳書、積算数量調書（拾い図等含む）、単価作成資料、メーカー見積書、見積比較表（原則３社以上）
　　サ　構造検討書
　　シ　設備設計計算書（電気、空調、給排水衛生）
　　ス　全体工程表（工事工程、什器備品搬入スケジュール等を含む開館までの全体工程）
セ　仮設計画図
ソ　色彩計画
タ　その他必要な図面
(10) 説明用資料の作成
　 必要に応じて庁内説明用資料を作成すること
(11) 業務報告書の作成
会議や打合せ、関係法令チェック等の記録を取りまとめた業務報告書の作成
(12) 打合せ協議への出席
担当課との定例会議や関係者との打合せに出席する

５　成果物
(1) 簡易空間イメージ図　※公表可能な成果物として、令和８年11月30日（月）までに提出すること。なお、提出後の本イメージ図については、検査前であっても所有権、著作権等の権利は全て発注者に帰属するものとする。
(2) リニューアル設計図書　Ａ４ファイル提出（図面はＡ３サイズ提出）
(3) リニューアル設計説明書　Ａ３　ホチキス止め　５部
(4) データ納品　ＣＤ　１枚
各種図面はJWW形式及びPDF形式にて提出すること。また、内訳書は営繕積算システムRIBCにて作成した内訳書データを提出すること。

６　提出期限
　　リニューアルデザインコンセプト案　　　　　　令和８年10月16日（金）
簡易空間イメージ図・関係法令チェック　　　　令和８年11月30日（月）
　　各種図面一式・構造検討書・
設備設計計算書・全体工程表　　　　　　　　　令和９年２月26日（金）
　　工事・什器備品等金額内訳書等　　　　　　　　令和９年５月14日（金）
　　成果品一式　　　　　　　　　　　　　　　　　令和９年５月31日（月）

７　その他
(1) 業務内容は概要を示したものであり、業務の実施に当たっては、発注者と十分に協議すること。また、施設管理者と必要に応じて密に協議すること。
(2) 成果物の所有権、著作権等の権利は、全て発注者に帰属するものとし、発注者の承諾を得ず他に公表し、貸与し、及び使用してはならない。
(3) 本業務は以下に掲げる技術基準等の最新版を適用する。
　ア　厚木市建築・設備工事積算要領
　イ　厚木市公共工事共通費積算基準
　ウ　官庁施設の基本的性能基準【参考】
　エ　建築工事における建設副産物管理マニュアル
　オ　建築工事設計図書作成基準
　カ　公共建築工事標準仕様書（建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編）
　キ　公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編）
　ク　建築設計基準【参考】
　ケ　建築改修設計基準
　コ　建築構造設計基準【参考】
　サ　建築工事標準詳細図
　シ　公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編・設備工事編）
　ス　公共建築工事見積標準書式（建築工事編・設備工事編）
　セ　建築設備計画基準
　ソ　建築設備設計基準
　タ　建築設備工事設計図書作成基準
　チ　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編・機械設備工事編）
　ツ　建築設備耐震設計・施工指針
　テ　建築設備設計計算書作成の手引

(4)貸与品等
貸与品及び数量
	貸与品
	数量

	○
	既存設計図書等一式
	1　

	○
	CADデータ（配置図、平面図、立面図、断面図、天井伏図、建具表等）
	1　

	○
	アスベスト含有調査報告書
	1　



(5)建築材料等の選定
ア　無石綿化への対応について
使用する全ての建築材料は、石綿を原材料としていないものを用いること。
イ　建築材料の使用制限について
厚木市ホームページに掲載されている「化学物質特記仕様書（設計委託用）」を参照し、設計を行うにあたり適切な建築材料等を選定すること。
※掲載アドレス
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shigoto_sangyo/kenchiku/6/12 883.html
(6) 仕様書及び仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は別途協議すること。
以上
